
　受注産業であるため、顧客の希望する納期がタイトにな

ったり、受注領域を拡大したことによって製造工程が複雑

化し、かえって時間がかかってしまうといったケースもある

とのこと。これにはフレックスタイム制の適用拡大、部署

ごとに異なる勤務制度、設備投資による工程の短縮化な

ど、さまざまな施策を打ち出して、粘り強く「削減」へ向け

て取り組んでいるところだという。

　同社ではフレックスタイム制は古くから整備されていた制

度で、システム開発や生産管理部門ではすでに活用されて

いた。そこで、長時間労働削減の施策の１つとして、印刷

物のデータ制作等を担当するDTPオペレーターなどの社員

に対してフレックスタイム制を拡充したのが2019年度のこ

と。パソコンワークをしている部門はほとんど全員が適用

対象となった。しかし、その効果を測定しようとしていた

矢先に、コロナ禍による緊急事態宣言の発出により業務

状況が大きく変化したため、長時間労働対策としての効果

を測定することはいまのところ困難となっている。

　「長時間労働対策への効果という意味では測定できな

くなりましたが、感染症対策としてテレワークへ移行する
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にあたって、先にフレックスタイム制を導入していたことで、

スムーズな移行、運用につながったという副次的な効果は

ありました」と田中次長。今後はコロナ禍が落ち着き次第、

改めてフレックスタイム制の効果測定を行う予定だという。

　冒頭に紹介したとおり、同社での労働安全衛生への取組

の柱は「生産性の向上」と「適切な労働時間管理」だ。その

ため、これまでは残業の削減に対する目標と取組は、部門

ごとに設定していたという。仕事の性質上、印刷工程のそ

れぞれで業務内容は大きく異なり、繁忙期もずれるためだ。

　「いままで残業削減という目標ではなく、生産性の向上

という目標を掲げてきました。生産性の向上には労働時間

を減らす、という方向性もあれば、生産量を増やす、とい

う方向性もありますので、そこは部門に任せてきたのです」

と田中次長。しかし現在はそれを見直し、2020年度から

は「残業を減らす」という目標を全部門で立てており、部門

任せではなく、全社的にPDCAを回して残業を減らしてい

こうという流れをつくりつつあるという。

　こうした労働時間削減対策の効果として、月間45時間

以上の残業が数カ月続いたり、月間80時間に到達してしま

いそうだ、という社員は明らかに減ってきているという。

　「以前は『この人でないとこの仕事ができない』と、自分も

周囲もそう思い込んでいた社員がいました。目標を明確に

することによって『あなたばかりに残業させません』という雰

囲気が部門内につくられてきて、実際に他の人もその仕事

ができるようになってきたのかなと思います」と藤澤保健

師。まずは、個人に偏っていた負荷が部門内で分散され

るという形で、効果が表れつつあるようだ。

　現在同社が取り組もうとしている施策に、「ストレスチェッ

クによる長時間労働削減へのアプローチ」がある。同社の

ストレスチェックは信州大学で公衆衛生学を指導している

産業医を中心に、藤澤保健師を共同実施者として実施し

ている。

　「社内で実施・分析することにより、ストレスが高い部

門や個人の課題を抽出し、労働時間の改善にもつなげら

れないかと検討しています」と田中次長。

　業務量と労働時間、ストレスには一定の相関性がある

と仮定できるが、その状況はさまざまという。社内や個

人の状況を把握する藤澤保健師が分析に関わることで、

改善のポイントを探りながら、産業医を交えて部門と具体

的な対策を進める方針だ。2016年度から３年間はデータ

の蓄積を主眼に行い、2019年度には集団分析や改善に

関する管理職研修を実施して「結果をアウトプットしなが

ら改善に取り組む」というアナウンスを行っている。「今後

は状況を見ながら、各部門に対して地道なアプローチを

続けていきます」と田中次長は次の段階を目指している。

　「これまで行ってきたさまざまな施策がベースとなり、そ

こに健康経営優良法人の認定を取得したことがきっかけと

なって、社員自身の健康に対する意識は確実に向上して

います」と手塚主任は手応えを語る。特にコロナ対策にお

ける社員の協力度は非常に高く、例えば会社独自の対策

マニュアルは社員の対応基準として機能。感染防止のた

めの消毒やマスクの着用に対しても、スムーズに展開でき

たことなどから、社員が同じ方向を向いて目標を達成しよ

うとしていることが実感できたようだ。

　「トップが繰り返し『健康』と発信していることも、効果

を上げていると思います。法的に長時間労働の上限規制

ができたのも、ちょうど私たちにはタイミングがよかった

のかなと思っています。長時間労働対策に関しては、『忙

しい時期だから残業するしかない』と考える社員が多かっ

たのですが、いまはそういった考えはほとんど払拭されて

います」と田中次長。こうした同社の地道で多彩な取組の

結果が、大きく花開く時も近いに違いない。
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2. 部門任せにせず「残業時間削減」
　 という明確な目標を定める

3. ストレスチェックを長時間労働対策
　 へ結びつける試み

4. さまざまな施策を通じて社員の
　 健康意識が向上
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